
越谷市障がい福祉関連計画の策定に係る団体意向調査の概要 

 

１ 調査の目的 

 主に障害者福祉センターこばと館に登録されている障がい者団体に対し、調査

票及び面談により本市の障がい者福祉施策について、意見聴取を行います。 

 

２ 意見聴取方法 

 団体宛に調査票を送付し、回答した団体の中で希望した団体については、４５

分程度のヒアリングを実施します。 

 

３ 主な意見聴取先（予定） 

（１）身体障がい関係団体（肢体不自由・視覚・聴覚等当事者を含む） 

（２）知的障がい関係団体（当事者及び家族） 

（３）精神障がい関係団体（家族団体） 

（４）発達障がい関係団体 

（５）高次脳機能障がい関係団体 

（６）難病関係団体 

（７）ボランティア団体 

（８）支援者団体（手話通訳者・要約筆記者・点訳等） 

（９）文化芸術活動を行う当事者団体 

 

【参考】前回調査 

第４次越谷市障がい者計画を策定した平成２７年度においても、同様に団体に

対して意見聴取を行いました。 

 

（１）調査票により意見聴取した団体 ４０団体 

（２）上記（１）のうちヒアリングを行った団体 １３団体 

第１回越谷市障害者福祉専門分科会 
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